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【建物の利用停止】

令和５年11月１日（水）から

【さくら民家園について】

・つくば市吾妻二丁目７番地５

・江戸時代中期頃の伝統的民家を復元（昭和60年に移築）

・つくば駅に近い中央公園内に立地し、市民の憩いの場として利用されている

・伝統的な文化の体験や外国人を含めた交流の場としても活用されている

つくば市立中央公園さくら民家園
建物の利用停止について

つくば市立中央公園さくら民家園は、移築当初から広く来訪者に開放する計画の

もと、旧桜村や茨城県を始めとする関係機関において、茅葺屋根や耐震性等の検

証、対策を施し、これまで市民利用がされてきました。

しかし、移築から30年以上が経過し特に茅葺屋根部分の老朽化も進んでいるこ

とから、改修手続きを進める中で建築確認申請等の確認をしたところ、建築基準法

上必要な建築確認申請及び検査済証の確認がとれないため、違反建築物の状態と

なっていることが判明しました。

この状態を改善するため、当面の間、当該建物の屋内利用を停止することとしま

した。なお、外観の見学、園内での休憩はこれまでどおり可能とします。

今後の取り扱い方針については、専門家の意見や市民ニーズ等を把握した上で決

定していきます。


